


 

中標津町下水道中期ビジョン策定にあたって 
 

下水道は、快適で衛生的な生活環境を創出し、公共用水域の水質保全の観点からも

重要な都市施設です。また、処理後に発生する下水汚泥等は堆肥化による緑農地への

利用など、資源としての活用も可能であり、循環型社会の中で地域へ貢献することも

期待されています。 

近年、国の財政再建、人口減少、少子高齢化、雇用悪化等、中標津町を取り巻く環

境は急激に変化しており、併せて、今後の下水道事業を取り巻く状況は厳しさを増し

ていくものと思われます。 

一方で、下水道の果たす役割は汚水処理の未普及解消の他、下水道資源のリサイク

ルによる地域への貢献や地球温暖化対策など多岐に渡っており、同時に、これまで建

設してきた施設の維持・更新等、多くの課題を抱えています。 

このような状況の中、北海道地方では平成20年度に「北海道地方下水道ビジョン」

を策定し、今後、概ね10年間の下水道の取り組みについて方向性をまとめています。 

中標津町では北海道地方の下水道事業の進むべき方向性を見据えつつ、下水道事業

の課題や対策を整理し、町民のみなさまへのご理解のもと、安定した下水道経営をす

すめるため、概ね10年の中期の基本施策を取りまとめた「中標津町下水道中期ビジョ

ン」を策定します。 
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１． 下水道中期ビジョンについて 
 

 

１-１．  下水道中期ビジョンとは 

 

中標津町では、平成22年度に「第６期 中標津町総合発展計画（平成23年度～平成

32年度）」を策定し、『空とみどりの交流拠点・中標津～あつまるまち ひろがるまち 

つながるまち～』をまちづくりのテーマとして基本戦略を設定し政策・施策展開を図

っております。また、下水道事業に関しては北海道開発局・北海道・札幌市が、国の

基本方針を受け、「北海道地方下水道ビジョン」を策定しています。 

「中標津町下水道中期ビジョン」はこのような上位の計画を反映し、今後の中標津

町の下水道が目指すべき方向性と事業展開を提示するとともに、現状及び今後の効率

的な整備のあり方を明示することを目的とします。 

 

▶ ビジョンの位置づけ 

 

 

１-２．  ビジョンの対象期間 

 

「中標津町下水道中期ビジョン」は中標津町の総合計画や国・北海道の下水道に対

する取り組み方針、町民のみなさまのご意見を踏まえ、策定します。本ビジョンの対

象期間は平成26年度から35年度までの10年間です。 
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２． 中標津町の概要 
 

 

２-１．  中標津町の概要 

 

中標津町は、北海道東部の根室振興局管内中部、釧路市から北東に約100km、根室市

から北西に約80kmに位置し、南部は丘陵（根釧台地）が広がり、北部は知床半島から

連なる山岳地帯を挟んで清里町に接しています。 

町域は東西約42km、南北約27kmに及び、面積は684.98km2です。北部は千島火山帯に

つながる丘陵地で、南側に向かって緩やかに傾斜し、平坦な根釧原野が広がっていま

す。 

土地は主に泥炭地と火山灰地であるため、稲作・畑作などには向かず、おもな産業

は酪農と商業です。 

 

 

 

▶ 中標津町位置図 

 

 

中標津町 
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２-２．  気象特性 

 

中標津町は、内陸性の気候で、夏の平均気温は20℃前後、冬の平均気温はマイナス

10℃前後です。積雪は、道内でも少ない方です。 寒月である1月は平均気温-7℃で、

暑月の8月には平均気温が18.3℃になります。月間降水量は 多で9月の178.3mm、

少で2月の32.1mmが過去10年（1985年～2014年）の平均の数値です。 

 

▶ 気象概要 

降水量（ｍｍ） 気温（℃）

月計 日最大 平均 最高 最低

統計期間 1985 ～ 2014

資料年数 30

1月 48.1 18.6 -7.1 3.5 -21.9 159.5 

2月 32.1 14.6 -6.8 4.3 -22.0 170.9 

3月 59.6 24.7 -2.4 8.6 -17.2 183.3 

4月 89.9 35.3 3.5 19.8 -7.7 161.8 

5月 108.5 37.7 8.5 24.9 -2.2 150.7 

6月 94.3 38.0 12.4 27.0 2.7 120.5 

7月 130.6 46.9 16.0 29.6 7.7 94.3 

8月 151.7 51.4 18.3 30.2 9.6 101.2 

9月 178.3 59.3 15.6 27.0 3.9 123.9 

10月 125.3 50.0 9.6 21.3 -2.6 153.1 

11月 89.5 31.3 2.9 15.5 -9.3 141.8 

12月 68.6 26.7 -3.6 8.2 -16.7 149.5 

合計等 1,176.6 59.3 5.6 30.2 -22.0 1,710.5 

日照時間
(時間)

 

 

▶ 平成26年の月降水量及び気温 
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出典：気象庁HP 気象統計情報を基に作成 
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２-３．  土地利用の状況 

 

中標津町の面積は378.13km2であり、その約6割を畑が占めています。機械化が進ん

だ大規模農家が多く、耕地は牧草地を主として、馬鈴しょ、てんさい、大根が作付け

されています。 

 

 

▶ 地目別土地面積（平成26年3月現在） 

畑
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牧 場
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原 野
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(8.79%) 雑種地
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総面積
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出典：北海道統計書H26 
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２-４．  人口概要 

 

中標津町の行政人口は、昭和55年ごろまでは10％前後、その後も緩やかながら増加

傾向にあり、平成22年現在で23,982人です 

しかし、国立社会保障・人口問題研究所の推計によると、平成22年をピークに将来

は減少傾向にあり、平成27年における人口は23,768人、平成37年における人口は

22,811人となっています。 

また、年齢別人口割合は、昭和35年では年少人口（14歳以下）36.1％、生産年齢人

口（15歳～64歳）59.5％、老年人口（65歳以上）4.4％、平成22年では年少人口15.8％、

生産年齢人口64.9％、老年人口（65歳以上）19.3％となり、将来である平成37年には、

年少人口12.3％、生産年齢人口57.2％、老年人口30.5％と推計されています。 

今後は、総人口の減少もさることながら、老年人口の比率が増加し、全人口に占め

る生産年齢人口の比率が低下していく少子高齢化の進行が懸念されます。 

 

▶ 中標津町の行政人口の推移と今後の推測 

昭和35年 昭和40年 昭和45年 昭和50年 昭和55年 昭和60年 平成2年 平成7年
(1960年) (1965年) (1970年) (1975年) (1980年) (1985年) (1990年) (1995年)

行政人口 (人） 14,782 15,718 17,090 18,929 21,187 21,675 21,900 22,326 
0 ～ 4歳 1,526 1,580 1,719 1,966 2,007 1,731 1,406 1,291 
5 ～ 9歳 1,902 1,465 1,612 1,700 1,986 1,938 1,648 1,386 

10 ～ 14歳 1,901 1,898 1,478 1,647 1,682 1,908 1,851 1,632 
15 ～ 19歳 1,511 1,813 1,811 1,385 1,509 1,434 1,573 1,509 
20 ～ 24歳 1,364 1,268 1,698 1,688 1,498 1,415 1,323 1,410 
25 ～ 29歳 1,348 1,421 1,508 1,990 2,164 1,714 1,580 1,581 
30 ～ 34歳 1,172 1,340 1,460 1,550 2,097 2,020 1,674 1,637 
35 ～ 39歳 921 1,165 1,332 1,520 1,623 1,956 1,961 1,655 
40 ～ 44歳 739 910 1,125 1,335 1,518 1,530 1,873 1,925 
45 ～ 49歳 600 725 836 1,109 1,345 1,430 1,445 1,841 
50 ～ 54歳 445 577 674 800 1,084 1,256 1,382 1,427 
55 ～ 59歳 402 440 551 676 772 1,015 1,184 1,324 
60 ～ 64歳 294 368 415 536 632 766 982 1,185 
65 ～ 69歳 265 270 350 392 485 589 714 932 
70 ～ 74歳 194 216 219 292 349 444 551 636 
75 ～ 79歳 136 154 177 166 241 294 374 454 
80 ～ 84歳 39 82 79 116 114 162 231 286 
85 ～ 89歳 19 19 39 44 60 51 104 148 
90 歳以上 4 7 7 17 21 22 44 67 

15歳未満 5,329 4,943 4,809 5,313 5,675 5,577 4,905 4,309 
15～64歳 8,796 10,027 11,410 12,589 14,242 14,536 14,977 15,494 
65歳以上 657 748 871 1,027 1,270 1,562 2,018 2,523 
総人口指数 （％） 61.6% 65.5% 71.3% 78.9% 88.3% 90.4% 91.3% 93.1% 
年少人口割合 （％） 36.1% 31.4% 28.1% 28.1% 26.8% 25.7% 22.4% 19.3% 
生産年齢人口割合 （％） 59.5% 63.8% 66.8% 66.5% 67.2% 67.1% 68.4% 69.4% 
老年人口割合 （％） 4.4% 4.8% 5.1% 5.4% 6.0% 7.2% 9.2% 11.3%  
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平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 平成32年 平成37年 平成42年 平成47年 平成52年
(2000年) (2005年) (2010年) (2015年) (2020年) (2025年) (2030年) (2035年) (2040年)

行政人口 (人） 23,179 23,792 23,982 23,971 23,768 23,367 22,811 22,159 21,418 
0 ～ 4歳 1,294 1,337 1,220 1,142 1,018 936 882 847 822 
5 ～ 9歳 1,266 1,234 1,339 1,207 1,130 1,009 928 875 840 

10 ～ 14歳 1,367 1,263 1,220 1,319 1,192 1,117 997 916 864 
15 ～ 19歳 1,418 1,221 1,134 1,125 1,244 1,123 1,053 940 864 
20 ～ 24歳 1,417 1,214 930 962 1,014 1,122 1,012 948 846 
25 ～ 29歳 1,743 1,687 1,423 1,074 1,068 1,119 1,224 1,109 1,039 
30 ～ 34歳 1,672 1,843 1,810 1,493 1,122 1,116 1,165 1,268 1,150 
35 ～ 39歳 1,659 1,728 1,885 1,824 1,500 1,130 1,123 1,172 1,274 
40 ～ 44歳 1,637 1,667 1,695 1,846 1,791 1,474 1,111 1,105 1,153 
45 ～ 49歳 1,883 1,601 1,594 1,634 1,792 1,740 1,433 1,080 1,075 
50 ～ 54歳 1,801 1,869 1,572 1,562 1,603 1,759 1,709 1,408 1,062 
55 ～ 59歳 1,376 1,787 1,826 1,530 1,522 1,565 1,718 1,670 1,377 
60 ～ 64歳 1,329 1,334 1,689 1,731 1,459 1,454 1,498 1,645 1,601 
65 ～ 69歳 1,154 1,258 1,286 1,625 1,667 1,408 1,404 1,450 1,594 
70 ～ 74歳 859 1,061 1,188 1,220 1,543 1,586 1,341 1,341 1,389 
75 ～ 79歳 564 773 952 1,083 1,119 1,422 1,467 1,246 1,250 
80 ～ 84歳 388 466 646 806 932 973 1,243 1,290 1,101 
85 ～ 89歳 216 293 348 500 632 748 792 1,023 1,069 
90 歳以上 112 154 209 288 420 566 711 826 1,048 

15歳未満 3,927 3,834 3,779 3,668 3,340 3,062 2,807 2,638 2,526 
15～64歳 15,935 15,951 15,558 14,781 14,115 13,602 13,046 12,345 11,441 
65歳以上 3,293 4,005 4,629 5,522 6,313 6,703 6,958 7,176 7,451 
総人口指数 （％） 96.7% 99.2% 100.0% 100.0% 99.1% 97.4% 95.1% 92.4% 89.3% 
年少人口割合 （％） 16.9% 16.1% 15.8% 15.3% 14.1% 13.1% 12.3% 11.9% 11.8% 
生産年齢人口割合 （％） 68.7% 67.0% 64.9% 61.7% 59.4% 58.2% 57.2% 55.7% 53.4% 
老年人口割合 （％） 14.2% 16.8% 19.3% 23.0% 26.6% 28.7% 30.5% 32.4% 34.8%  

実績値：国勢調査 

推計値：国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成25年3月推計）」 

 

 

▶ 中標津町の行政人口の実績値と今後の推計値 

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

S35 S40 S45 S50 S55 S60 H2 H7 H12 H17 H22 H27 H32 H37 H42 H47 H52

人
口

（
人

） 将来推計値人口実績値

 

 

 



 7 

▶ 中標津町の年齢別人口割合の今後の推測  
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推計値：国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成25年3月推計）」 

 

産業別就業者数は、昭和50年(1975年)の9,166人と比較して、平成22年（2010年）は、

12,305人と約34％の増加となっています。 

構成比でみると、第1次産業は約30ポイント、第2次産業は約1ポイント、それぞれ減

少し、逆に第3次産業は約40ポイント増加しています。 

 

 

▶ 中標津町の産業別人口の推移 

昭和50年 昭和55年 昭和60年 平成2年 平成7年 平成12年 平成17年 平成22年

（1975年） （1980年） （1985年） （1990年） （1995年） （2000年） （2005年） （2010年）

第1次産業 2,035 1,972 1,805 1,703 1,600 1,618 1,511 1,567 

農 業 1,737 1,664 1,518 1,476 1,362 1,424 1,428 

林 業 280 288 256 191 196 166 54 

水 産 業 18 20 31 36 42 28 29 23 

第2次産業 2,199 2,739 2,490 2,748 3,116 2,926 2,621 2,179 

鉱 業 31 55 33 48 47 43 25 8 

建 設 業 1,331 1,852 1,648 1,816 2,237 2,169 1,827 1,448 

製 造 業 837 832 809 884 832 714 769 723 

第3次産業 4,916 5,724 6,273 6,836 7,454 8,110 8,575 8,384 

卸 小 売 業 1,953 2,393 2,573 2,659 2,875 3,043 3,369 2,245 

金融保険業 181 219 261 292 284 252 222 262 

不 動 産 業 24 28 36 120 34 35 35 121 

運輸通信業 591 637 683 625 616 692 608 658 

電 気 ガ ス 53 87 82 75 94 80 72 77 

サービ ス 業 1,845 2,058 2,289 2,726 3,162 3,606 3,859 4,539 

公 務 269 302 349 339 389 402 410 482 

その他 16 1 14 3 10 17 9 175 

総数 9,166 10,436 10,582 11,290 12,180 12,671 12,716 12,305 

1,544 

区　分
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出典：国勢調査 
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２-５．  財務状況 

 

自治体の財政破綻を未然に防ぐとともに悪化した団体に対して早期に健全化を促す

ために、「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」が平成21年4月から全面施行さ

れ、地方公共団体は、毎年度の決算に基づいて財政の健全度合いを指標化した①実質

赤字比率、②連結実質赤字比率、③実質公債費比率、④将来負担比率、⑤資金不足比

率をそれぞれ算定し、審査意見を付して議会に公表します。①～④の4つの健全化判断

比率のうち、１つでも早期健全化基準以上となった場合は財政健全化計画を、また、

⑤資金不足比率が経営健全化基準以上となった場合は経営健全化計画を定める必要が

あります。 

 

 

中標津町の平成23年度の健全化判断比率は、「早期健全化基準」、｢財政再生基準｣

ともに基準以下となっています。 

 

 

 

地方公共団体の一般会計の赤字の程度。財政
運営の深刻度を示す。 実 質 赤 字 比 率 

全ての会計の赤字や黒字を合算し、地方公共
団体全体としての赤字の程度を示す。 連結実質赤字比率 

借金の返済額及びこれに準じる額の大きさを
指標化し、資金繰りの危険度を示す。 実 質 公 債 費 比 率 

地方債や将来支払っていく可能性のある負担
等の現時点での残高の程度を示す。 

将 来 負 担 比 率 
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▶ 中標津町の健全化判断比率（平成25年度） 

0% 13.63% 20.00%以上

実質赤字なし

健全段階 早期健全化基準 財政再生基準

0% 18.63% 35.00%以上

連結実質赤字なし

0% 25.0% 35.0%以上

9.6％

0% 350.0%以上

18.9％

実質赤字比率

連結実質赤字比率

実質公債費比率

将来負担比率

 

出典：中標津町HPより作成 

 

 

▶ 中標津町の財政力指数・実質公債費負担比率の推移（平成24年度） 

0.38 0.37 0.36 0.35 0.35

0.72 0.71
0.67 0.65

0.63

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

H20 H21 H22 H23 H24

財政力指数の推移

15.9 14.6
12.8

11.7
10.5

12.00
11.70 11.20

10.10 9.20

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0
H20 H21 H22 H23 H24

実質公債費負担比率の推移健全な財政

財政の悪化

：中標津町 ◆ ：類似団体  

出典：「市町村財政比較分析表・歳出比較分析表(平成24年度)」 

※類型団体は、人口及び産業分類で中標津町の同規模の自治体  
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家庭の台所や水洗トイレから出る汚れた水や事業所からの排水を汚水といいます。 

汚水は下水道（汚水管）を通して、下水処理場に集められて浄化されます。浄化さ

れた汚水は下水処理水というきれいな水として川、海、湖に放流されま

す。 

このように下水道は快適で衛生的な生活環境をつくる役割を担

っています。 

快適で衛生的な生活環境を実現します 

下水処理場で浄化された汚水は、きれいな水となって川

や海に放流されています。 

これにより、放流先での水質は良好に保たれ、多種多様

な魚や虫が生息する場所となります。 

このように下水道は、健全で良好な水環境をつくり、生態系を保全する役割を担っ

ています。 

健全で良好な水環境を保全します 

３． 下水道の概要 
 

 

３-１．  下水道の役割 

 

下水道には、大きく３つの役割があり、みなさまの暮らしに大きく関わっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

汚水を浄化すると、下水処理水と下水汚泥と呼ばれる泥が発生

します。下水処理水は単に放流するだけではなく、水洗トイレ

の洗浄水としての再利用や、雪をとかす水などとしても利用可 

能です。また、下水汚泥にはリン等の資源が豊富に含

まれ、肥料などとして利用されています。 

このように、下水道は下水処理水や下水汚泥を有効利

用した循環型社会の構築や豊かな生活環境づくりに貢

献する役割を担っています。 

持続可能な社会へ貢献します 
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３-２．  下水道事業の概要 

 

中標津町の公共下水道事業は、昭和51年12月に事業認可を取得し、昭和60年4月に中

標津下水終末処理場の供用を開始しました。その後、順調に整備を進めてきており、

平成24年度末で汚水管渠布設工事124.6km、整備面積747.2ha、普及率81.5%（＝[処理

区域内人口]19,729人／[行政人口]24,208人）、整備率71.9％（＝[整備面積]747.2ha

／[全体計画区域面積]1,039.4ha、認可計画区域内整備率88.6％＝[整備面積]747.2ha

／[認可計画区域面積]843.2ha）、水洗化率90.5%（＝[水洗化人口]17,864人／[処理区

域内人口]19,729人）となっています。 

 

▶ 中標津町公共下水道認可変更の経緯 

全体計画 事業認可

面積 人口 面積 人口
（ha） （人） （ha） （人）

第1回 S49.08.21 450.0 19,600 184.0 9,100 中標津処理区新規採択（公共）

第2回 S51.08.21 450.0 19,600 184.0 9,100 汚水幹線ルート変更、認可年度延長

第3回 S58.02.08 450.0 19,600 184.0 9,100 認可年度延長、汚泥脱水機機種変更

第4回 S59.08.09 450.0 19,600 184.0 9,100 軽微な変更（雨水枝線ルート変更）

第5回 S62.03.05 718.0 23,000 351.0 14,100 
全体計画の見直し
事業区域拡大、認可年度延長

第6回 H02.06.06 718.0 23,000 548.0 19,000 事業区域拡大、認可年度延長

第7回 H07.12.15 1,017.9 23,000 737.4 20,000 
全体計画の見直し
事業区域拡大、認可年度延長

第8回 H08.11.11 6.0 50 6.0 50 養老牛温泉処理区新規採択（特・環）

公共部 公共部 公共部 公共部

1,039.4 23,000 746.3 20,000 
特環部 特環部 特環部 特環部

6.0 50 6.0 50 
公共部 公共部 公共部 公共部

1,039.4 23,000 746.3 20,000 
特環部 特環部 特環部 特環部

6.0 50 6.0 50 
公共部 公共部 公共部 公共部

1,039.4 23,000 803.7 20,600 
特環部 特環部 特環部 特環部

6.0 50 6.0 50 
公共部 公共部 公共部 公共部

1,039.4 23,000 843.2 20,600 
特環部 特環部 特環部 特環部

6.0 50 6.0 50 
公共部 公共部 公共部 公共部

1,039.4 23,000 843.2 20,600 
特環部 特環部 特環部 特環部

6.0 50 6.0 50 
公共部 公共部 公共部 公共部

1,039.4 19,500 843.2 19,600 
特環部 特環部 特環部 特環部

6.0 40 6.0 40 

第14回 H22.12.28
全体計画及び事業認可計画計画値変更
養老牛温泉処理区計画放流水質新規設定
事業認可計画期間延伸

第9回 H10.03.30
全体計画区域の見直し
事業区域拡大

第10回 H10.10.21
汚水処理施設共同整備事業(MICS)
及び遠隔監視装置の新設

年月日変更認可 主な変更理由

第13回 H22.02.17 事業年度延長（暫定2年）

第11回 H12.07.25
事業区域拡大、事業年度延長
処理施設の設備増設

第12回 H17.04.28

全体計画区域の一部見直し他
事業区域拡大、事業年度延長
汚泥消化タンク、ガスタンクの廃止
汚泥脱水機の機種変更
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▶ 下水道計画区域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

養老牛温泉浄化センター

中中標標津津町町公公共共下下水水道道 
（（特特・・環環公公共共下下水水道道）） 
養養老老牛牛温温泉泉処処理理区区 

計根別浄化センター 

中中標標津津町町公公共共下下水水道道 

（（農農業業集集落落排排水水施施設設）） 

計計根根別別地地区区 
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中中標標津津町町公公共共下下水水道道 
（（公公共共下下水水道道）） 
中中標標津津処処理理区区 

中標津下水終末処理場 
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３-３．  下水道事業の上位計画 

 

（１）第６期 中標津町総合発展計画 

 

中標津町では、平成23年4月から「第６期 中標津町総合発展計画」がスタートし、

まちづくりのテーマを『空とみどりの交流拠点・中標津～あつまるまち ひろがるまち 

つながるまち～』と定めました。この中で下水道は公共水域の水質保全と生活環境を

守ることが求められ、下水道各施設の再整備を行うとともにさらなる水洗化率の向上

をめざします 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『空とみどりの交流拠点・中標津』 

～あつまるまち ひろがるまち つながるまち～ 
 

まちづくり 
の 

テーマ 

１．参画と協働で未来を築くまちづくり 

２．健やかでやさしいまちづくり 

３．力みなぎる産業のまちづくり 

４．利便性のある調和のとれたまちづくり 

５．安全・安心で快適なまちづくり 

６．人が輝き歴史と文化を育むまちづくり 

 まちづくり 
の 

基本目標 

第6期 中標津町総合発展計画 
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（２）国の下水道政策 

 

平成17年度に国土交通省は、21世紀の下水道の「使命と役割」を実現するにあたり、

これまで下水道が担ってきた公衆衛生の向上、浸水対策等の基本的な使命を継承しつ

つ、新たな社会の要請に応えるための施策体型の基本方針と施策展開上の視点・考え

方についての「下水道ビジョン2100」を取りまとめました。 

国の方向性としては、21世紀社会の姿と下水道の使命と役割を持続可能な循環型社

会の構築により、「美しく良好な環境」、「安全な暮らし」と「活力ある社会」を実

現するものとし、健全な水・資源循環の創出を施策に掲げています。 

 

 

 

 

 

 

２1世紀型下水道 

２０世紀型下水道 

下 水 道 の普 及 拡 大 に重 点  

・汚水の効率的な「排除・処理」による公衆衛生・生活環境の向上 

・雨水の速やかな「排除」による浸水対策 

健 全 な水 ・資 源 循 環 を創 出  

・｢排除・処理｣から「活用・再生」への転換により、美しく良好な環境の形

成並びに安全な暮らしと活力のある社会を実現 

－ 地域の持続的な発展を支える21世紀型下水道の実現 － 

これまでの下水道機能に加え、持続可能な循環型社会の構築を
図るため、健全な水循環及び資源循環を創出する新たな下水道
を目指します。 

<基本コンセプト> 
循環のみち 

住民にわかりやすい情報発信と住民との対話 
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（３）北海道の下水道政策 

 

北海道開発局は、国の下水道政策の方向性を受け、平成21年3月に「北海道地方下水

道ビジョン～北の大地を支える持続可能な下水道～」を策定しました。 

北海道地方下水道ビジョンでは、北海道地方の将来像、国の今後の下水道の方向性、

北海道地方の下水道の抱える現状等を踏まえ、「北の大地を支える持続可能な下水

道」のもと、安全で安心できる快適な生活環境の実現（暮らし）、豊かな自然環境を

まもり､調和のとれた社会の実現（自然）、地域の産業､経済に貢献（地域活力）の目

標像を設定しています。 

 

『北の大地を支える持続可能な下水道』
-北海道地方下水道ビジョン-

安全で安心できる
快適な生活環境

の実現

豊かな自然環境
をまもり､調和の
とれた社会の実現

地域の産業･経済
に貢献

食糧基地、観光
交流空間への貢献

下水道機能の有効活用

安全･安心な
暮らしの実現

水環境･水循環の
保全・創出の実現

快適な住環境
の実現（水洗化）

低炭素・循環型社会の構築

連携及び協働した事業展開

産学官及び住民都市と周辺地域 下水道と他分野

下水道施設の
適正な維持・管理

健全な下水道経営

汚水処理の
未普及解消

施設の有効活用
の促進

下水道のもつ
エネルギーの利用※2

資源循環
の促進※1

健全な水環境の
保全･創出

雨につよい街づくり

地震につよい下水道

【脚注】
　※1　資源循環とは、有価・無価を問わず有用な資源を循環的に利用することです。
　※2　下水道の持つエネルギーの利用に関しては創エネルギー※３、処理水の有効利用等があります。
　※3　創エネルギーとは、下水道の有するエネルギーなどの再利用により従来の化石燃料に頼らない
       エネルギーを創造し、下水処理場などで有効利用することです。
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４． 下水道事業の現状と課題 
 

４-１．  下水道経営の現状と課題 

 

（１）下水道事業の経営状況 

 

下水道事業の経営は、一般会計との間の適切な経費負担区分を前提として、公営企

業としての事業収支及びその経費によって自立性を確保し事業を継続していく、独立

採算制を行うことが原則とされます。「今後の下水道財政の在り方に関する研究会」

（総務省,平成18年3月）では、「第5次下水道財政研究委員会の提言」を受けて、汚水

処理に係る維持管理費のうち、雨水処理等の公費を除いたものについては、全額を住

民の皆さまからご負担いただくことを原則としています。また、汚水に係る資本費に

ついては、公費で負担すべき費用を除き、その対象とすることが妥当とされています。 
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▶ 下水道事業の歳入歳出収支 

平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度

（2009年） （2010年） （2011年） （2012年） （2013年）

 ①収入（営業＋営業外） 351,991 358,366 354,249 349,729 350,413 

 下水道使用料 316,043 324,964 323,123 319,976 324,220 

 雨水処理負担金 29,250 30,215 28,398 28,749 24,595 

 国庫補助金 0 0 0 0 0 

 その他 6,698 3,187 2,728 1,004 1,598 

 ②支出（営業＋営業外） 401,739 362,685 347,035 329,525 317,590 

 人件費 19,968 25,720 20,112 14,741 13,265 

 維持管理費 205,643 200,035 199,674 196,653 194,085 

 起債利息 172,995 133,872 126,227 117,317 109,832 

 その他 3,133 3,058 1,022 814 408 

 ③繰入金除く収支＝①－② -49,748 -4,319 7,214 20,204 32,823 

 ④収入 816,849 163,920 210,949 327,140 414,232 

 起債借入金 764,200 96,000 117,700 167,300 203,200 

 国庫補助金 38,500 55,840 83,207 152,991 205,433 

 工事負担金 14,149 12,080 10,042 6,849 5,599 

 その他 0 0 0 0 0 

 ⑤支出 1,253,326 558,999 579,818 697,273 787,809 

 建設改良費 112,507 115,050 166,065 290,885 387,747 

 起債償還費 1,140,819 443,949 413,753 406,388 400,062 

 その他 0 0 0 0 0 

 ⑥繰入金除く収支＝④－⑤ -436,477 -395,079 -368,869 -370,133 -373,577 

 ⑦不足金（繰入金） 486,225 399,398 361,655 349,929 340,754 

 ⑧収支再差引＝③＋⑥＋⑦ 0 0 0 0 0 

 ⑨前年度からの繰越金 0 0 0 0 0 

 ⑩形式収支＝⑧＋⑨ 0 0 0 0 0 

収
益
的
収
支

資
本
的
収
支

項　　目

 

出典：中標津町決算統計書 
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（２）他都市との経営状況の比較 

 

経営指標による全国の他自治体との比較では、公共下水道では同規模の自治体平均

より低い値となっており、維持管理費に対する経費を使用料金などによる収入でまか

なえている（経費回収率が高い）状況ですが、特定環境保全公共下水道では、逆に経

費回収率が低い状況となっています。 

 

▶ 他自治体との経営指標の比較 出典：総務省HP「下水道事業経営指標」より 

【公共下水道】 

中標津町
類似都市

平均
全道平均 全国平均

汚水処理原価 (円/ｍ3） 221.1 222.2 294.6 148.6 

（支出） 維持管理費 (円/ｍ3） 121.0 110.3 129.2 65.8 

起債元利償還費 (円/ｍ3） 100.1 111.9 165.3 82.8 

財源 使用料金等 (円/ｍ3） 190.7 172.8 180.4 135.0 

（収入） 他会計からの繰り入れ (円/ｍ3） 100.1 111.9 165.3 82.8 

経費回収率 （％） 86.2 77.8 61.2 90.8 

経費回収率＝使用料金／汚水処理費×100  
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【特定環境保全公共下水道】 

中標津町
類似都市

平均
全道平均 全国平均

汚水処理原価 (円/ｍ3） 681.5 259.0 385.5 266.4 

（支出） 維持管理費 (円/ｍ3） 681.5 158.6 210.7 134.4 

起債元利償還費 (円/ｍ3） 0.0 100.5 174.8 132.0 

財源 使用料金等 (円/ｍ3） 148.4 144.7 170.2 155.9 

（収入） 他会計からの繰り入れ (円/ｍ3） 0.0 100.5 174.8 132.0 

経費回収率 （％） 21.8 55.9 44.2 58.5 

経費回収率＝使用料金／汚水処理費×100  
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（３）下水道の借金 

 

下水道事業は初期投資に膨大な費用が必要であり、将来世代にも事業効果があるた

め、下水道事業債（借金）を充当し、世代間負担の平衡を図っています。 

中標津町ではこの起債償還のピークを過ぎており、一般会計からの杭りれ金は減少

傾向にあります。 

 

▶ 下水道事業債（借金）の推移 

0

200
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1,200

1,400

S53 55 57 59 61 63 H2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44

（百万円）

実績値 推計値

 

出典：中標津町資料 
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（４）技術の継承 

 

今後、高度な技術を持つベテラン職員が定年退職を迎えていきます。加えて、ピー

ク時には12人だった職員も平成25年度末現在では4人に減少し、適正な人材確保と技術

の継承が必要です。 

 

▶ 下水道職員数の推移 
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（５）下水道経営の課題 

 

 健全な下水道経営の継続  

一般会計からの繰入金により汚水処理原価を回収することは、下水道の恩恵を受け

る住民とそうでない住民との間に不公平を生じる問題があります。現在、維持管理に

必要な費用のうち下水道使用料金で回収している割合は、公共下水道では約86%ですが、

特定環境公共下水道では約16％と低く、不足額を一般会計や起債によって補っていま

す。さらに、昨今の厳しい町の財政状況を踏まえると一般会計からの繰入金の削減は

必須の課題です。 
 

 計画的な改築・更新事業の実施  

今後、中標津町では、処理場施設の機械・電気施設の更新が始まります。今後とも

将来の収支を踏まえ、事業の優先度や必要性を着実に見極めながら適切な事業の執行

を行う必要があります。 
 

 下水道技術者の確保  

今後10年で高度な技術をもつベテラン職員が定年退職を迎えます。将来の下水道経

営を担う人材の確保と、技術の継承が必要です。 
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４-２．  下水道施設管理の現状と課題 

 

（１）管路施設管理の現状 

 

中標津町の下水道整備済み区域の面積は平成25年度末で747.2haとなっており、これ

までに整備された管路施設は総延長約124.6km（汚水）になります。 

管路施設の耐用年数（国土交通省で定めている施設の耐用年数、以下、標準耐用年

数,平成15年6月国都下事第77号）は、50年とされており、今後10年間で標準耐用年数

を超える管路は存在しませんが、整備後20年～30年を経過すると道路陥没等の事故発

生が高まることが報告されています※。管路の状況に応じては、整備後、数年で破損や

腐食などが発生するケースも存在します。 

今後は、TVカメラ調査による管路内調査を実施するなど、適切な管理を進めていく

ことが必要です。 

 

▶ 管路施設整備の推移（汚水） 
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出典：中標津町資料 

 
※ 「下水道維持管理指針前編-2009年版-」（社団法人日本下水道協会）によると、一般に下水道管路施設

は、整備から20～30年を経過すると道路陥没などの重大事故が発生する潜在的リスクが高くなることに

ついて示しています。 
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（２）不明水 

 

不明水とは管路の老朽化や誤接続により、汚水管路に浸入する地下水や雨水のこと

です。この不明水も汚水と同じように処理場で処理を行いますので、不明水量が多い

とそれだけ維持管理費用が高くなります。平成23年度の有収率（処理した汚水のうち、

使用料金の対象となる有収水量の割合）は、公共下水道では75.2％、特定環境保全公

共下水道では87.8％と、類似の他都市の平均値と比較すると若干下回るものの、不明

水の浸入が少なく、良好な値となっています。 

 

▶ 有収水量の推移 

【公共下水道】 
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【特定環境保全公共下水道】 
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出典：総務省HP「下水道事業経営指標」より 
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（３）処理場施設管理の現状 

 

中標津下水終末処理場は昭和60年度に供用を開始しました。処理場施設の標準耐用

年数は、土木・建築構造物で50年、機械・電気設備で15年～30年とされています。 

劣化した施設の修繕を繰り返し行った場合、施設の改築更新を行うより、全体とし

て費用が高くなることがあります。下水道施設を予防保全的な管理により適正に維持

管理することは、処理機能の停止を防ぐとともに、修繕費の増大を防ぎます。今後は 

標準耐用年数を迎える、機械・電気設備の長寿命化が必要となされています。 

４．下水道事業の現状と課題 
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（４）下水道施設管理の課題 

 

 適切な施設の維持管理  

中標津町では、これまで管路施設や公共桝、マンホールポンプ所及び下水終末処理

場の定期点検を行い、施設の修繕や機材・部品の取替えを行ってきました。 

今後とも、良好な施設の運転を行うためには、適切な維持管理のもと必要な対策を

効率的に進める必要があります。 

 

 適切な施設の改築・更新  

劣化した施設の修繕を繰り返し行った場合、施設の改築を行うより、全体として費

用が高くなることがあります。 

施設の劣化状況を踏まえつつ、適切な改築・更新を進める必要があります。 
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４-３．  汚水処理の現状と課題 

 

（１）水洗化率の推移 

 

下水道を整備している区域の方のうち、実際に下水道につないで頂いている方の比

率を示す水洗化率は、年々と増加傾向にあります。平成25年度末で水洗化率は、89.6%

となっています。 

 

▶ 水洗化率の推移 

A B C B/A C/B

年　度 行政区域内人口 汚水処理人口 水洗化人口 汚水処理人口普及率 水洗化率

（人） （人） （人） （％） （％）

S60 21,600          6,500          1,705          30.1            26.2            

S61 21,600          7,500          3,240          34.7            43.2            

S62 21,600          8,200          5,100          38.0            62.2            

S63 21,600          9,120          6,392          42.2            70.1            

H 1 21,600          10,500          7,960          48.6            75.8            

H 2 21,600          11,800          8,350          54.6            70.8            

H 3 21,600          12,980          8,970          60.1            69.1            

H 4 21,900          13,900          9,970          63.5            71.7            

H 5 21,900          14,260          11,720          65.1            82.2            

H 6 21,900          14,920          12,900          68.1            86.5            

H 7 21,900          15,270          13,880          69.7            90.9            

H 8 22,604          15,690          14,230          69.4            90.7            

H 9 22,785          16,053          14,340          70.5            89.3            

H10 22,841          16,304          14,760          71.4            90.5            

H11 23,070          16,554          15,160          71.8            91.6            

H12 23,272          16,740          15,384          71.9            91.9            

H13 23,553          18,662          16,213          79.2            86.9            

H14 23,552          18,728          16,718          79.5            89.3            

H15 23,648          18,880          17,216          79.8            91.2            

H16 23,774          19,176          17,560          80.7            91.6            

H17 24,010          19,191          17,705          79.9            92.3            

Ｈ18 24,102          19,413          17,803          80.5            91.7            

Ｈ19 24,065          19,404          17,883          80.6            92.2            

Ｈ20 24,040          19,480          17,957          81.0            92.2            

H21 24,058          19,528          17,579          81.2            90.0            

H22 24,130          19,697          17,834          81.6            90.5            

H23 24,191          19,755          17,848          81.7            90.3            

H24 24,208          19,729          17,864          81.5            90.5            

H25 24,069          19,676          17,630          81.7            89.6             

出典：中標津町資料 
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（２）汚水処理施設整備の課題 

 

 下水処理未普及の解消  

中標津町の水洗化率は、平成24年度末で90.5％となっています。水洗化率の向上は、

公共用水域の水質保全や効率的な下水道経営上の観点からも、供用開始区域の方に一

日も早く下水道を接続する必要があります。 
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４-４．  災害時対策の現状と課題 

 

（１）下水道の地震対策 

 

中標津町の過去11年間の観測期間における震度別地震回数は、下記の表のとおりで

す。震度5以上の大きな地震はありません。 

 

▶ 中標津町の震度別地震回数 

観測地点：中標津町養老牛

震度 1 2 3 4 ５弱 ５強 ６弱 ６強 7 不明 合計

2003年 36 13 3 1 0 0 0 0 0 0 53

2004年 46 16 3 2 0 0 0 0 0 0 67

2005年 22 8 1 1 0 0 0 0 0 0 32

2006年 21 2 0 0 0 0 0 0 0 0 23

2007年 13 4 0 0 0 0 0 0 0 0 17

2008年 10 4 1 0 0 0 0 0 0 0 15

2009年 13 2 1 1 0 0 0 0 0 0 17

2010年 13 6 1 0 0 0 0 0 0 0 20

2011年 16 2 2 0 0 0 0 0 0 0 20

2012年 15 3 0 0 0 0 0 0 0 0 18

2013年 5 5 0 1 0 0 0 0 0 0 11

総合計 210 65 12 6 0 0 0 0 0 0 293

平均(/年) 19.09 5.91 1.09 0.55 0 0 0 0 0 0 26.64

観測地点：中標津町丸山

震度 1 2 3 4 ５弱 ５強 ６弱 ６強 7 不明 合計

2003年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2004年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2005年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2006年 2 6 2 0 0 0 0 0 0 0 10

2007年 13 6 4 0 0 0 0 0 0 0 23

2008年 4 6 3 0 0 0 0 0 0 0 13

2009年 2 7 3 0 0 0 0 0 0 0 12

2010年 3 12 2 0 0 0 0 0 0 0 17

2011年 23 8 4 0 0 0 0 0 0 0 35

2012年 6 6 3 0 0 0 0 0 0 0 15

2013年 3 3 3 1 0 0 0 0 0 0 10

総合計 56 54 24 1 0 0 0 0 0 0 135

平均(/年) 5.09 4.91 2.18 0.09 0 0 0 0 0 0 12.27  

出典：気象庁HPより 

 

下水道施設は昭和60年度から供用を開始しているため、中標津下水終末処理場及び

一部の幹線管路は国の新しい指針により設計・建設されていないため、耐震基準を満

たしているかどうか診断を行う必要があります。 
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▶ 下水道施設の耐震指針の変遷と該当施設 

年代 主な地震 建築基準法及び下水道施設関連指針指針 該当施設

昭和53年以前

昭和53年

昭和55年 建築基準法改正（新耐震設計法の導入）

昭和56年 「下水道施設の地震対策指針と解説－1981年度版－」

平成7年

平成9年
「下水道施設の地震対策指針と解説－1997年度版－」
*レベル1及びレベル2の導入

中標津下水終末処理場
養老牛温泉浄化センター
東橋ポンプ場・幹線

平成13年 「下水道施設耐震計算例－管路施設編－」

平成14年 「下水道施設耐震計算例－処理場・ポンプ場編－」

平成16年

平成18年 「下水道施設の地震対策指針と解説－2006年度版－」

平成26年 「下水道施設の地震対策指針と解説－2014年度版－」

兵庫県南部地震

新潟県中越地震

宮城県沖地震

 

 

 

▶ 標津川の浸水被害状況 
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（２）中標津町における浸水対策 

 

浸水は、河川の氾濫等の影響による「外水」と降った雨が下水道管路や道路側溝か

ら吐ききれずに浸水が発生する「内水」に分けられます。内水氾濫を防ぐのは、下水

道の役割です。 

中標津町市街地は下水道としての雨水管路整備は進めておらず、道路整備と同時に

整備された排水管が整備されています。 

現状では市街地において大規模な浸水被害が発生していないことから、今後も既存

施設での対応を考えています。 

 

▶ 中標津町の主な浸水被害 

平成22年8月7日

被害総額　約１億４千万円　住家被害　床上浸水１
棟、床下浸水６棟

平成18年10月７日
～９日

低気圧
被害総額　約１億２千万円、住家被害 一部破損25
戸

局地的大雨 アメダス中標津で最大１時間降水量46.5mmを記録

月　　日 災　害　名 被　　　害　　　状　　　況

平成10年9月16日 台風第5号

平成19年９月６日
～８日

台風第9号 積算降雨量138mm

 

 

 

（３）災害対策の課題 

 

 重要施設の耐震診断  

中標津下水終末処理場、養老牛温泉浄化センター及び東橋中継ポンプ場は国の新し

い指針で建設されていないため、耐震基準を満たしているかどうか診断を行う必要が

あります。 

 

 減災対策の実施  

地震や浸水により被災した際にも、下水道は都市機能の根幹的な施設であるため、

二次災害の防止及び復旧の長期化による住民生活への悪影響を極力防止することが求

められます。これらの被害をできるだけ軽減するためには、ハード対策のみならず、

緊急時の連携や対応方策、事業の継続性の確保を目的としたソフト対策を講じる必要

があります。 
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４-５．  水環境の現状と課題 

 

（１）水環境の現状 

 

中標津下水終末処理場および養老牛温泉浄化センターからの放流水は標津川を経て

オホーツク海へ流れています。下水道の整備は、流域や流域沿岸の水環境の保全にと

って重要な役割をもたらします。 

各処理場の放流水質は、下水道法施行令第5条の6の第2項に基づき、放流先水域の状

況等を考慮して以下の計画放流水質※1基準を定めています。 

BOD※2 15mg/L以下 

中標津町の放流水質の経年変化は全ての年度において放流水質の基準を満たしてい

ます。 

 

▶ 下水道施設の放流水量と水質の変遷 

【中標津下水終末処理場】 

BOD基準値：15
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【養老牛温泉浄化センター】 

BOD基準値：15
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出典：管理年報 

 
※1 計画放流水質：下水の放流先の河川その他の公共の水域又は海域の状況等を考慮して定める処理場からの放

流水質の上限値。 

※2 ＢＯＤ   ：水の汚染を表す 指標の一つ。 

 

また、放流先である標津川については、実測水質がBODで環境基準値AAをクリアする

0.7mg/Lであるため、きわめて水質のよい川だといえます。 

 

▶ 標津川の水質の推移 

ＢＯＤ
(mg/ℓ）

測定地点 備考

町測定資料① 0.7 上流側起点Ａ
下水道計画
区域上流側

町測定資料② 0.7 上流側起点Ｂ
下水道計画

区域下流流側

（参考）公共用水域の水質測定結果（北海道測定資料）  

出典：中標津町下水道事業認可申請書(H22) 
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（２）水環境の課題 

 

 下水道施設の適正な管理の継続  

下水道が無ければ、何の処理もされないまま川や海へ流されることになり、水質が

悪化し、良好な水環境が失われます。 

中標津下水終末処理場からの放流水質は法律上の水質基準以下で放流されており、

標津川の水環境の保全に対して一定の貢献を果たしています。今後とも、下水道施設

を適正に管理し、基準を遵守していくことが必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▶ 中標津浄化センター放流口 
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４-６．  下水道資源利活用の現状と課題 

 

（１）下水汚泥の利用活用 

 

下水終末処理場から排出される下水汚泥は現在年間約100tになりますが、下水汚泥

肥料にされ牧草地で利用されています。 

一方で国では平成14年12月に「バイオマス・ニッポン総合戦略」が閣議決定され、

その具体的な行動計画の中で「下水汚泥注1の有効利用を促進するため、情報ネットワ

ークシステムの構築・下水汚泥処理総合計画策定マニュアルの見直しを行う」という

方針が示されました。 

下水汚泥は、量・質ともに安定的に排出されるとともに、リンや窒素を多く含んで

いるため、農作物への肥料に適しています。 

中標津町では、下水道汚泥利用組合を設立し、５戸の農家を通じて牧草地で下水汚

泥の有効利用を進めています。 

 

▶ 下水道施設の放流水量と水質の変遷 
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（２）下水道資源の利活用の課題 

 

 下水汚泥の有効利用方法の検討  

下水汚泥は現在、コンポスト化され牧草地で利用されていますが、品質を向上し肥

用効果をたかめ、利用拡大の方策について検討する必要があります。 
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５． 基本理念と運営方針 
 

５-１．  基本理念 

 

中標津町総合計画では基本テーマ「地域力を活かし確かな未来へ」のもと６つのま

ちづくりの基本目標を掲げて、その実現に取り組んでいます。 

下水道はこの中で「快適で安心安全な暮らしを支えるまちづくり」の実現に向けて

重要な社会資本として位置づけられており、水循環や資源循環などに対しても大きな

役割を担っています。 

また、これからの社会は環境負荷を 小にとどめ、資源の循環を図りながら、地球

生態系を維持できる持続可能な社会へと転換していくことが不可欠であり、このよう

なことから循環系の一端を担う下水道が果たす役割もさらに大きくなってくるものと

思われます。 

このような背景のもと、下水道の抱える課題を克服し、地域に貢献するため、以下

のような基本理念を掲げます。 

 

 

基本理念 

安全と安心をみらいにつなぐ下水道 
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５-２．  運営方針 

 

「中標津町下水道中期ビジョン」では基本理念のもと中期に進める下水道事業の運

営方針を次の通り設定し、進めていきます。 

 

１．健全な事業運営と適正な維持管理 

中標津町の下水道事業は、平成26年度現在で着手から約30年経過しています。この

間、主に汚水処理の未普及解消に向けた取り組みを進め、今後も引き続き普及率の向

上を図っていきます。 

また、作り上げた下水道資産を適正に管理し、後世に引き継いでいくため、維持管

理を中心とした運営体制への転換を図り、経営の健全化を図りながら、住民のみなさ

まのご理解のもと下水道サービスを維持していきます。 

 

 《具体的施策》 

施策1 長寿命化計画に基づいた計画的な改築・更新 

施策2 データベースを用いた効率的な施設管理 

施策3 下水道施設の適正な維持・管理 

施策4 水洗化の促進 

施策5 健全な下水道事業経営 

施策6 技術の継承 

 

２．災害に強い下水道 

大規模地震はいつどこで発生するか予測できない状況であり、また、北海道地方で

は局所的な豪雨による浸水被害も増加の傾向にあります。 

地震に対しては既存施設の耐震診断を進め、必要な対策を講じます。また、被災時

の早期機能回復を目的とした下水道BCP計画にもとづいた訓練などによる減災対策を進

めます。 

 

 《具体的施策》 

施策7 下水道施設の耐震診断 

施策8 雨水対策の向上 

施策9 下水道ＢＣＰの策定 
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３．地域に寄与する下水道 

下水道の資源を活用した地域への貢献など、住民のみなさまとの相互理解のもと地

域に寄与する下水道のあり方を考えていきます。 

 

 《具体的施策》 

施策10 下水汚泥の有効利用の検討 

施策11 住民のみなさまへの情報公開の推進 

施策12 下水道をとおした環境学習の場の提供 
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６． 具体的施策と目標値 
 

 

施策１ 長寿命化計画に基づいた計画的な改築・更新 

平成26年度を目処に処理施設に対する長寿命化計画を策定し、機械・電

気設備の更新事業を進めます。 

 

下水道事業を取り巻く状況としては、平成20年度から「下水道長寿命化支援制度」

に基づいた改築更新の実施が義務付けられ、健全度評価やライフサイクルコスト算定

など、新たなルールによる施設・設備の調査と改築更新計画が求められることとなっ

ています。 

今までの施設の更新は、耐用年数以上供用した上で、破損もしくは老朽化した施設

を新しいものと交換していました。しかし、建設から維持管理費用及び改築・更新費

用までを一体的に捉えたライフサイクルコストの視点からは経済的でない場合もあり、

このライフサイクルコスト 小の視点より策定する「長寿命化計画」のもと、耐用年

数が来る前に施設の主要な部品交換などの「長寿命化対策」を施すことで、施設の延

命化を図ります。 

 

▶ 下水道施設の長寿命化対策のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

長寿命化対策を行った施設は一

定の機能を維持しつつ、更新まで

の施設の供用期間が長くなり、ト

ータルのコストも経済的な場合が

あります 

長寿命化対策を行わない場合、施

設の機能が維持されず、供用期

間は短くなり、長寿命化対策を行

った場合と比べ不経済となる場合

があります 
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施策２ データベースを用いた効率的な施設管理 

平成2５年度から処理場の施設管理台帳システムを構築し、施設情報、点

検・修繕履歴や調査・診断データなどをデータベースで管理し、維持管理

における業務の効率化とともに、計画的な改築・更新に活用します。また、

今後管路の台帳システムについても検討を進めます。 

 

下水道施設を長きにわたり供用していくためには、日常での点検・調査はもとより、

施設の状態をデータベースとして管理・分析することにより、施設の状態を詳細かつ

定量的に把握し、改築・更新計画の基礎データとしていくことが必要です。このため、

業務の効率化を図るため、下水道維持管理システムの導入を図り、今後の維持・管理

データを効率的に蓄積し、業務の効率化を図るとともに、計画的な改築・更新に活用

します。 

 

▶ 下水道台帳システムを活用したデータ管理のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

調査・診断 

データの蓄積 

日常業務の効率化 

維持管理計画・長寿命化計画への活用 

事故対応の迅速化 

点検・修繕 

情報の管理 

施設情報 
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施策３ 下水道施設の適正な維持・管理 

維持管理における施設の重要性（機能の重要性、老朽度など）に応じた維

持管理計画のもと、効率的な点検・調査を実施し、適正な改築・更新を進

めるための施設の状態の把握に努めます。 

 

現状の維持管理は定期的な目視点検が中心でしたが、今後施設の更新時期を迎える

にあたり、施設の重要性に応じた適正な維持管理計画のもと、施設の状態を詳細かつ

定量的に把握する必要があります。 

今後は、これまでの点検とともにテレビカメラ調査や、管路診断システムの活用等

を検討し、定量的な管路状態の把握に努めます。 

また、点検・調査データは維持管理システムに蓄積していきます。 

 

▶ テレビカメラによる管内状況の調査 

 

 

施策４ 水洗化の促進 

接続率向上を目的とした、水洗化のＰＲをこれまで以上に推進し、平成

35年度までに水洗化率93.0％を目指します。 

 

中標津町の水洗化率は平成25年度末で、公共：89.6％/特環：100.0%と高い水準にあ

り、健全な下水道経営と公共用水域の水質保全に、ある程度貢献できていますが、さ

らに水洗化の促進に努めます。 
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施策５ 健全な下水道事業経営 

今後の下水道料金の収入の状況を見据えながら、維持管理及び更新計画を

立案し、適切な下水道料金を検討します。また、企業会計への移行検討を

行うとともに、資産台帳の整理を進め、経営状態の透明化に努めます。 

 

公営企業会計とは、一般の会社と同様に、独自の収入で、経費をまかなう「独立採

算」を原則とする会計のことです。公営企業は地方公営企業法の規定により会計処理

を行います。 

公営企業会計への移行（法適化）の意義は､企業会計方式の経理を行うことにより､

経費負担の原則が明確に示されるとともに､収入､コスト､資金調達状況等が適切に区分

して表示される財務諸表等を通して､経営状況を理解しやすくできることです。 

下水道事業においても､①下水道事業の経営基盤強化に向けて､計画性や透明性の向

上を図る必要があること､②地方公会計改革

の対応として､財務４表を作成し､資産・債

務管理において､財務書類の活用を通じてそ

の情報開示と適正な管理を一層進めること

が求められていること､③健全化法に基づき

財政指標の公表が義務づけられることに伴

い､今後、資産台帳の整理を進めるとともに

公営企業会計移行の検討を進めます。 

 

 

 

施策６ 技術の継承 

適正な人員の確保のもと、内外部の研修機会を増やし、下水道管理を担う、

人材の育成を進めます。 

 

下水道管理は、整備から管理にいたる広範囲な分野を担っており、下水の排除に関

する責任を有しています。中標津町では経営の効率化の視点より、下水道施設の運転

管理を民間委託していますが、指導的立場である担当職員は立場上、深い知識と高い

技術力が求められます。 

現在は、指針や設計基準、検討資料を体系的に整理し、下水津御整備の経緯を整理

しながら、情報の蓄積・技術の伝承に努めています。 

今後、適正な人員の確保のもと、技術者の能力の向上を目的とした内外部の研修機

会を増やすなどして、技術の継承を進めていきます。 
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施策７ 下水道施設の耐震診断の実施 

下水道施設については今後10年を目処に、下水終末処理場・中継ポンプ

場・既設幹線管路の耐震診断を実施します。 

 

大規模な地震はいつどのような規模で発生するか想定することは不可能であり、下

水道施設についても100%対応が可能とはいえません。 

中標津下水終末処理場については旧耐震指針による設計基準により建設されており、

現基準による耐震診断、耐震化ともに実施されていない状況です。今後、耐震診断を

実施し、施設の現状を把握した上で、必要な対策について検討を進めます。 

管路施設については、大規模地震時に果たすべき役割に重点をおき、「重要な幹

線」と「その他の管路」に区分し、与えられた設計地震動に対する耐震状況を把握し

ます。 

下水処理場については建築構造物・土木構造物に区分し、与えられた設計地震動に

対する耐震状況を把握します。 

 

▶ 施設の重要度に応じた耐震対策のイメージ 

 

 
 

▶ 施設ごとに求められる耐震性能 
 

重要な幹線 その他の管路

レベル1地震動
施設の供用期間内に1～2度発生する確率を有す
る地震動

設計流下能力
の確保

設計流下能力
の確保

本来の機能の
確保

-

レベル2地震動
施設の供用期間内に発生する確率は低いが大き
な強度を有する地震動

流下能力の確
保

-
早期の機能回
復を可能とす
る性能の確保

-

中地震動 耐用年限中に数度は遭遇する程度の地震動 - - -

大地震動
耐用年限中に一度遭遇するかも知れない程度の
地震動

- - -

土
木
構
造
物

建
築
構
造
物

処理場
土木施設

処理場
建築施設

管路施設

建築基準法に
従った、耐震
性能の確保

想定地震区分別の地震動の内容想定地震区分
区
分

 

出典：「下水道施設の耐震対策指針と解説 2006年版」 （社）日本下水道協会 
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施策８ 雨水対策の向上 

降雨時における町民生活の安心・安全の確保のために雨水管の整備を推進

していきます。 

 

近年、集中豪雨（超過降雨）が頻発し、下水道の施設の整備水準を大きく越えるこ

とがあります。これに対し、 時間と緊急かつ効率的に浸水被害の軽減を図るためには、

雨水管の整備を行います。 

 

 

施策９ 下水道BCPの策定 

被災後、早期に業務機能が回復するためのマニュアルの策定や、災害被害

を 小とするための対策について検討します。 

 

BCPとは事業継続計画（Business Continuity Plan）のことで、被災時に従来よりも

速やかかつ高レベルで下水道機能を維持・回復させるための計画です。第３次社会資

本重点化計画においては、平成２８年度までに全国の市町村における下水道津波BCP計

画策定率を100%とする目標を立てています。 

このようなことから中標津町においても地震及び津波に対する下水道BCP計画を早期

に策定し、災害時における下水道事業の継続性を高レベルで維持します。 

 

▶ BCPの概念図 
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施策１０ 下水汚泥の有効利用の検討 

下水汚泥の緑農地利用などについて広域的な視点から有効利用の方法につ

いて検討を進めます。 

 

下水汚泥は量・質ともに安定したバイオマスであり、緑農地利用、エネルギー利用、

建設資材利用が可能です。中でも下水汚泥の緑農地利用は、資源のリサイクルや環境

負荷の低減の観点からも有効な手法であり、循環型社会への貢献を果たすためにも、

よりよい安全で安定したコンポストの利用を促進します。 

 

 

施策１１ 住民のみなさまへの情報公開の推進 

下水道中期ビジョンの公表やホームページの情報を充実させ、情報開示の

推進を図ります。 

 

下水道中期ビジョンは今後の下水道事業の方向性を定めた基本方針であり、町民の

みなさまへの周知を目的としています。下水道ビジョンは町民のみなさまのご意見を

伺いながら策定・公表し、随時見直しを図ります。 

また、これまで下水道に関するパンフレットの作成、配布などの広報活動やホーム

ページでの情報提供などの取り組みを行っていますが、今後は、ホームページの内容

の充実と町民のみなさまとの双方向でのコミュニケーションをより一層深めるための

手法を検討し、分かりやすい情報開示の推進を図ります。 

 

 

施策１２ 下水道を通した環境学習の場の提供 

環境学習の取り組みの一環として、下水道施設の見学会の開催をこれまで

の水準で維持します。 

 

下水道は、その役割やしくみを通じて生活環境から地球環境までの幅広い環境問題

を理解することができ、環境学習の充実に貢献することができると考えられます。中

標津町では従来、下水道施設の見学会を開催しており、これからも、学校や町内会と

の連携により、下水道を通した環境学習の機会を増やしていきます。  
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７． 事業スケジュール及び財政の見通し 
 

 

７-１．  事業スケジュール 

 

具体的施策の年次計画を示します。 
 

中標津町下水道中期ビジョンにおける年次計画 

 

補助 単独 補助 単独 補助 単独 補助 単独 補助 単独

内  容

事業費

内  容
雨水8号管渠工事

雨水9号管渠工事

雨水8・9号街路工事

雨水9号町道工事
浸水対策

事業費 102,000 115,000 30,000

内  容
雨水設計、電子化、カ メラ

調査、全体・事業計画変更
GIS 電子化　　カ メラ 調査 GIS

管渠耐震診断、管渠長

寿計画策定
管渠耐震診断

公営企業会計

移行の検討

事業費 43,000 5,000 37,000 5,000 20,000 10,000 10,000

145,000 5,000 152,000 5,000 20,000 0 40,000 0 10,000 0

内  容

事業費

内  容
計装設備、監視制御設

備

事業費 122,800 150,800 67,500 316,500 253,800

内  容

事業費 73,000 330,000 73,000 129,500

内  容
第2期長寿計画策定

H31設計、耐震等監理

事業費 17,000 22,000 16,000 12,000 21,000

139,800 245,800 413,500 401,500 404,300

内  容

事業費

284,800 5,000 397,800 5,000 433,500 441,500 414,300

終沈-床排水P機械設備　　　　　　　　　　　　　　　反

応槽No.1、2-機械・電気設備

反応槽No.3-機械設備　終沈-電気設備　消毒・用水-機械・電気設

備、制御電源、負荷-電気設備、管廊、躯体耐震化

計装、監視制御-電気設備　管理棟-屋根防水、耐

震補強、外壁改修、電気付帯設備

沈砂池・スクリ－ン-機械・電気設備　　　　　　　　計

装設備・遠方監視制御-電気設備

主ポンプNo.1、2-機械・電気設備

遠方監視制御-電気設備

反応槽No.1、2-機械・電気設備　終沈-電気設備

消毒・用水-消泡水P設備、貯槽P-No.1、2

脱臭-機械設備、受変電、自家発-電気設備、主ポ

ンプ-電気設備

計装、監視制御-電気設備　管理棟-建築機械設

備ボイ ラ －、空調

改築設計(反応槽、加圧給水、電気設備、ボイ ラ

－・空調)
改築設計(H30機電設計、ボイ ラ －・空調監理)

H25（決算額確定後） H27

汚水管渠

雨水管渠

H28 H29
年　度　

１．管渠施設事業費

小　　計

調査・設計

２．ポンプ場事業費

ポンプ場
（低率補助）

補助単独各事業費合計

事業費合計＝補助＋単独
（総　　計）

289,800 433,500 441,500 414,300

４．汚泥処理施設事業費

発酵乾燥施設

３．処理施設事業費

高率補助

低率補助

小　　計

工　　　　　　事　　　　　　費
（総　　計）

289,800 433,500 441,500 414,300

H26（予定額）

402,800

調査・設計
耐震補強設計-管理棟建築、管廊EXPJ

402,800

改築設計(除塵、沈砂、脱臭、受変電、自家発、遠

隔監視)　　、管廊耐震補強

管渠の長寿命化計画（第１期）　H27～31
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補助 単独 補助 単独 補助 単独 補助 単独 補助 単独 補助 単独

BCP

4,000 16,000

4,000 0 16,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

55,000 155,000 95,000 271,000

92,000

H32機電設計 H33機電設計 H34機電設計

8,000 10,000 15,000

63,000 165,000 110,000 271,000 92,000 0

67,000 181,000 110,000 271,000 92,000 0

全体計画変更　事業計画変更

H32H30 H31

67,000 181,000 110,000

67,000 181,000 110,000

H33 H34

271,000 92,000

271,000 92,000

濃縮タンク汚泥スクリーン引抜Ｐ①②掻寄機-機

械・電機設備

濃縮タンク　汚泥スクリーン引抜Ｐ①②掻寄機-機

械・電機設備、掻寄機No,3-機械電機設備
終沈-掻寄機ポンプ-機械・電気設備

汚泥貯留槽-混合槽攪拌機Ｐ-機械・電気設備、

（計根別浄化センター更新開始）
（養老牛温泉浄化センター更新開始）

沈砂スクリーン-No,2系除塵・沈砂設備

0

0

H35
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７-２．  財政の見通し 

 

事業スケジュールに基づき事業を推進した場合の財政シミュレーション結果を示し

ます。今後維持管理にかかる経費については水洗化人口の増加に伴う使用料収入の増

加により、改善する結果となっています。一般会計からの税金で補う、繰入金につい

ては当面は更新事業等により現状程度で推移するものと考えられます。 

 

▶ 収益的収支※及び資本的収支※の見通し 
←実績 将来→ 単位：千円

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36

①収入（営業＋営業外） 351,991 358,366 354,249 349,729 350,413 330,042 329,925 329,897 329,943 330,053 330,213 330,417 330,656 330,926 331,221 331,536

下水道使用料 316,043 324,964 323,123 319,976 324,220 325,218 325,638 326,058 326,478 326,899 327,319 327,739 328,159 328,579 328,999 329,419

雨水処理負担金 29,250 30,215 28,398 28,749 24,595 3,231 2,694 2,246 1,872 1,561 1,301 1,085 904 754 629 524

国庫補助金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

その他 6,698 3,187 2,728 1,004 1,598 1,593 1,593 1,593 1,593 1,593 1,593 1,593 1,593 1,593 1,593 1,593

②支出（営業＋営業外） 401,739 362,685 347,035 329,525 317,590 315,226 305,619 300,046 293,458 286,393 279,225 272,202 265,188 258,645 252,391 247,368

人件費 19,968 25,720 20,112 14,741 13,265 13,265 13,265 13,265 13,265 13,265 13,265 13,265 13,265 13,265 13,265 13,265

維持管理費 205,643 200,035 199,674 196,653 194,085 192,857 192,906 192,956 193,004 193,053 193,102 193,152 193,201 193,250 193,299 193,348

起債利息 172,995 133,872 126,227 117,317 109,832 108,696 99,040 93,417 86,781 79,667 72,450 65,377 58,314 51,722 45,419 40,347

その他 3,133 3,058 1,022 814 408 408 408 408 408 408 408 408 408 408 408 408

③繰入金除く収支＝①-② -49,748 -4,319 7,214 20,204 32,823 14,816 24,306 29,851 36,485 43,660 50,988 58,215 65,468 72,281 78,830 84,168

④収入 816,849 163,920 210,949 327,140 414,232 373,788 606,483 356,540 333,590 342,590 351,590 332,590 409,590 179,590 332,590 332,590

起債借入金 764,200 96,000 117,700 167,300 203,200 187,000 304,200 179,000 168,900 170,200 171,600 169,500 199,400 98,000 169,500 169,500

国庫補助金 38,500 55,840 83,207 152,991 205,433 181,800 296,800 171,950 159,100 166,800 174,400 157,500 204,600 76,000 157,500 157,500

工事負担金 14,149 12,080 10,042 6,849 5,599 4,988 5,483 5,590 5,590 5,590 5,590 5,590 5,590 5,590 5,590 5,590

その他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

⑤支出 1,253,326 558,999 579,818 697,273 787,809 767,098 974,645 728,530 714,246 732,014 754,756 733,518 805,964 570,427 705,620 681,236

建設改良費 112,507 115,050 166,065 290,885 387,747 368,800 601,000 351,000 328,000 337,000 346,000 327,000 404,000 174,000 327,000 327,000

起債償還費 1,140,819 443,949 413,753 406,388 400,062 398,298 373,645 377,530 386,246 395,014 408,756 406,518 401,964 396,427 378,620 354,236

その他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

⑥繰入金除く収支=④-⑤ -436,477 -395,079 -368,869 -370,133 -373,577 -393,310 -368,163 -371,990 -380,656 -389,424 -403,166 -400,928 -396,374 -390,837 -373,030 -348,646

⑦不足金（繰入金） 486,225 399,398 361,655 349,929 340,754 378,494 343,857 342,139 344,171 345,764 352,178 342,713 330,906 318,556 294,200 264,478

⑧収支再差引=③+⑥+⑦ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

⑨前年度からの繰越金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

⑩形式収支=⑧+⑨ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

資

本

的

収

支

項　目

収
益

的

収

支

 

 

▶ 経費回収率の見通し 

←実績 将来→ 単位：千円

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36

①下水道使用料収入 316,043 324,964 323,123 319,976 324,220 325,218 325,638 326,058 326,478 326,899 327,319 327,739 328,159 328,579 328,999 329,419

②人件費 19,968 25,720 20,112 14,741 13,265 13,265 13,265 13,265 13,265 13,265 13,265 13,265 13,265 13,265 13,265 13,265

③その他維持管理費 205,643 200,035 199,674 196,653 194,085 192,857 192,906 192,956 193,004 193,053 193,102 193,152 193,201 193,250 193,299 193,348

④維持管理費合計②+③ 225,611 225,755 219,786 211,394 207,350 206,122 206,171 206,221 206,269 206,318 206,367 206,417 206,466 206,515 206,564 206,613

140.1% 143.9% 147.0% 151.4% 156.4% 157.8% 157.9% 158.1% 158.3% 158.4% 158.6% 158.8% 158.9% 159.1% 159.3% 159.4%

31.1% 46.6% 42.1% 36.9% 33.1% 35.3% 27.1% 33.5% 34.3% 34.1% 34.2% 34.2% 31.0% 38.5% 30.8% 28.5%

項　目

⑥繰入金比率（全体）

⑤経費回収率

（維持管理費）＝①/④
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▶ 経費回収率（維持管理費）の推移 
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※収益的収支  

一事業年度の活動に伴って発生するすべての収入と、それに対応する費用とが計上されています。町民のみなさまか

らいただく下水道使用料と、事業を賄うための税金（一般会計からの繰入金）を主な収入としています。 

それらの収入は、家庭や事業場から排出される汚水をきれいにすることや、施設を維持管理するのに必要な経費（人

件費・修繕費など）や資産の取得に伴う減価償却費、企業債利息などを中心として構成されています。  

  

※資本的収支  

経営の基礎となる固定資産の取得に要する支出及びその財源となる収入等で、支出の効果が次年度以降に及び、将来

の収益に対応するものが計上されます。古くなった下水道管を取り替えたりするための事業費、そのために企業債など

外部資金を借り入れたりする収入などを中心とした建設投資に係る収支です。 
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８． 施策の進行管理 
 

 

「中標津町下水道中期ビジョン」は平成26年から平成35年度の10年間の下水道事業

の方向性を定めたものです。ビジョンで掲げた各施策についてはPDCAサイクル（計画

―実施―点検―見直しの一連の作業の流れ）に基づき、毎年結果を把握、検証し、部

分的な改善を行っていきます。 

また、ビジョンが将来的に形骸化しないために、概ね５年ごとに、必要に応じ、社

会情勢の変化や技術革新対応した見直しを行い、つねに現状を反映したビジョンとし

ていくことで、効率的・効果的な事業の実施を図ります。 

 

 

▶ PDCAサイクルによる継続的な実施 

 

 

 

 

 

 

 






